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財産をお持ちなのは、波平さんだけです。それならフネさんは遺言を作る必要は無いように思えます。 

実際に私のところにご相談にいらっしゃるお客様のほとんどは、このようにお考えのようです。 

しかし遺言は財産を持っていないフネさんも書いたほうが良いんです！なぜなら・・・・しかし遺言は財産を持っていないフネさんも書いたほうが良いんです！なぜなら・・・・しかし遺言は財産を持っていないフネさんも書いたほうが良いんです！なぜなら・・・・しかし遺言は財産を持っていないフネさんも書いたほうが良いんです！なぜなら・・・・    

 

波平さんが亡くなった後、フネさんは＜現金 5,000 万円と自宅不動産＞を相続します。今の時点で財 

産持っていなくても、将来もらうかもしれない財産について、遺言を書いておく必要があります。 

1 人目（波平さん）が亡くなった時より、2 人目（フネさん）が亡くなったときに争いは起きます。1111    

回目の恨みを回目の恨みを回目の恨みを回目の恨みを 2222 回目で晴らそうとするからです。回目で晴らそうとするからです。回目で晴らそうとするからです。回目で晴らそうとするからです。    

 

また、遺言を書くときには ＜この財産はフネさんに相続させる。ただしフネさんが先に亡くなって 

いる場合は、サザエに相続させる＞というような工夫も必要です。ご夫婦の場合、どちらが先に亡く 

なるか分かりません。そのため自分より先に配偶者が亡くなっていた場合に、配偶者に渡す予定だっ 

た財産を誰に渡すかということも書いておく必要があります。＜相続専門税理士＜相続専門税理士＜相続専門税理士＜相続専門税理士    地守亮＞地守亮＞地守亮＞地守亮＞    
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まで連絡下さい。まで連絡下さい。まで連絡下さい。まで連絡下さい。    

＜波平さんの財産＞＜波平さんの財産＞＜波平さんの財産＞＜波平さんの財産＞    

波平さんは親が資産家で、かなりの財産を相続

しています。 

一流商社にお勤めで、ご自身の収入や退職金も

相当のものになります。 

 

＜フネさんの財産＞＜フネさんの財産＞＜フネさんの財産＞＜フネさんの財産＞    

フネさんは財産と言えるようなものはありま

せん。不動産はなく、ヘソクリを貯めた５０万

円程度の預金だけです。 
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＜波平さんからのご相談＞＜波平さんからのご相談＞＜波平さんからのご相談＞＜波平さんからのご相談＞    

『ワシもそろそろ遺言を作ろうと思うのだが、どうだろうか？ 

ワシが死んだあとのフネの生活も心配だから、5,000 万円の現金と自宅不動産はフネに渡したい。 

それ以外の財産はカツオ、サザエ、ワカメに渡すように考えてきた。 

フネは財産なんて言えるものは何もないから、遺言を作るのはワシだけじゃ。』 


